
 

令和６年度第６回中央区協議会（南地域分科会）次第 

 

日時：令和６年９月 20日（金）午後１時 30 分から 

会場：南行政センター ３階 大会議室 

 
 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

 

報告事項 

     馬込川水門の工事実施状況について☞資料１ 

 

   諮問事項 

    令和 7年度区役所費の予算要求の概要について☞資料２ 

 

協議事項   

   （１）令和６年度地域力向上事業（助成事業）の提案について☞資料３ 

 

   （２）令和 7年度以降の区政運営方針における将来像のたたき台について 

☞資料４ 

 

   （３）追加分のパブリック・コメント（パブコメ）の取扱いについて☞資料５ 

 

３ その他 

（１）令和６年度 区協議会委員研修について☞資料６ 

 

（２）令和６年度中央区地域力向上事業（助成事業）の提案募集について 

   ☞資料７ 

 

（３）次回の開催予定  

       第７回：令和６年 10 月 ９日（水） 

第８回：令和６年 11 月 22 日（金） 

（午後１時 30 分から 南行政センター３階大会議室にて） 

 

４ 閉会 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  馬込川水門の工事実施状況について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

馬込川河口部の津波被害軽減のため、水門の整備工事

を実施中。 

対象の区協議会 中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

 

現在の整備状況について、南地域分科会に報告するも

の。 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 

静岡県 

浜松土木事務所 

沿岸整備課 

担当者 徳増 電話 053-458-7289 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

資料１ 







 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名  令和７年度区役所費予算要求の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

令和７年度浜松市予算の編成に関して、中央区役所費

（南地域分）について予算要求を行う。 

 

対象の区協議会 中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

 

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第11条第3

項第 1号に基づき、令和７年度中央区役所費（南地域分）

の予算要求の概要について諮問するもの。 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申を得たい時期：令和６年 10 月９日（水） 

          第７回南地域分科会開催時 

担当課 南行政センター 担当者 森田 哲司 電話 425-1120 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

資料２ 



 
中央区・南行政センター

（単位：千円）

7年度見込
予算要求額

Ａ

6年度当初
予算額
Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

210,039 188,793 21,246 

区管理運営事業 69,724 59,559 10,165 

協働センター等運営事業 60,586 53,726 6,860 

地区コミュニティ協議会事業 300 300 0 

区協議会運営事業 464 350 114 

地域力向上事業 10,956 10,412 544 

行政連絡文書配布事業 42,363 42,201 162 

自治会振興事業 25,598 22,211 3,387 

区役所デジタル運営経費 48 34 14 

※人件費は除く

※予算要求額は、令和6年9月10日現在の額であり、変更となる場合があります。

デジタル関連事業経費

市民提案による住みよい地域づくり助成事業（補助金）
区民活動・文化振興事業・区課題解決事業
協働センター等を核とした地域課題解決事業

自治会集会所整備費助成事業（補助金）
防犯灯設置維持管理費助成事業（補助金）

広報はままつ等文書配布業務委託料

南地域分科会運営経費

地区コミュニティ協議会運営支援経費

南地域内5協働センター及び天文台の維持管理経費

令和7年度　中央区役所費（南地域分）　予算要求の概要（案）

費用項目 内  　容

南地域内の市有財産、南行政センター庁舎、公用車の維持管理
経費ほか

計



令和７年度　地域力向上事業（南行政センター）　予算要求予定事業一覧

R2 R3 R4 R5 R6

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に
取り組む事業に対し補助金を交付する。

2,000 － － － － －

ビーチコート利用促進事業
（ビーチサッカー体験会）

江之島ビーチコートでビーチトレーニングやコート設営、模擬試
合等を行う体験会を実施し、ビーチコートの認知度向上及び利用
促進を図る。

850 ● ●

【新規】ビーチコート利用促進事業
（親子でアクティビティ体験）

江之島ビーチコートで未就学児を対象とした運動イベントを開催
し、ビーチコートの認知度向上及び平日の利用向上を図る。

523 

【新規】ビーチコート利用促進事業
（ビーチテニス体験会）

江之島ビーチコートでビーチテニスのコート設営や模擬試合等を
行う体験会を実施し、ビーチコートの認知度向上及び利用促進を
図る。

400 

交通安全啓発事業
交通安全教育の実施や各種グッズ等の配布を行い、交通安全の意
識啓発を図る。

1,263 ● ● ● ● ●

中田島オータムフェスタ
南地域の特性を生かしたイベントや防災イベント等を実施し、中
田島地域の誘客促進及び防災意識の向上を図る。

4,999 ● ● ● ●

高齢者交通安全啓発事業
高齢者に対し、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえた望ましい
運転の在り方や、歩行中の事故等について学ぶ場を提供し、交通
安全の意識啓発を図る。

171 ● ● ●

協働センター等で地域に密着した課題解決事業を実施する。 750 － － － － －

10,956 

※予算要求額は、令和6年9月10日現在の額であり、変更となる場合があります。

計

事業名 事業目的・内容等
予算要求額
（千円）

過去5年の事業実績

市民提案による住みよい地域づくり助成事業
                             （補助金）

区
課
題
解
決
事
業

協働センター等を核とした地域課題解決事業

区
民
活
動
・

文
化
振
興
事
業





第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和６年度中央区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

地域力向上事業とは、市民協働の手法により住みよい地

域社会を実現するため、市が実施又は支援する区の特性を

活かした事業や課題を解決する事業である。 

 

○市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が

主体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付すること

で、効果が期待できる事業 

 

浜松市地域力向上事業実施要綱第８条第１項に基づき、

助成事業の採択に当たっては、地域分科会に意見を求め、

その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定する。 

対象の区協議会 中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

応募のあった事業提案の採択に当たって、地域分科会の

意見を伺うもの。 

＜提案事業＞ 

№ 事業名 提案団体 

1 
地域交流 健康増進/防災

意識向上イベント 

医療法人社団綾和会 

浜松南病院 
 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

地域分科会での意見を踏まえて実施予定助成事業を決定

し、提案団体へ選考結果通知書を通知する。 

担当課 南行政センター 担当者 森田 電話 425-1120 

 

資料３ 



№

・報償費　40,000円
・需用費（消耗費等）380,693円
・使用料及び賃借料　408,450円

特になし　

その他

審査意見（抜粋）

令和6年度地域力向上事業（助成事業）　提案内容

地域交流　健康増進/防災意識向上イベント

1

実施時期提案者

医療法人社団綾和会　浜松南病院

提案事業名

令和6年10月～令和7年3月

331,000円 331,000円

審査結果

2回目（補助上限40％）

採択

病院の特色を生かした事業内容となっており、より専門的な点からの提案となって
いると思われる
社団として、地域に根差す医療を目指すので、今後もこのような事業を継続してい
く予定があるという点は、大いに評価できる。
病院という特性、津波避難ビルとしての位置づけを活かして地域コミュニティの活
性、健康増進の意識醸成、防災意識の向上を目指しており評価できる。また、学校
や企業も巻き込んだ取り組みとなっておりその点も評価できる。

・

・

・

事業目的

①イベントを通じて地域住民の健康増進/防災意識向上
②地域コミュニティの活性

事業内容
・地域活性化、南地域住民の健康増進、防災意識向上を目的とするイベントの実施
・世界糖尿病デーに合わせた病院のブルーライトアップの実施

実施場所 参加予定人数

829,143円

経費

浜松南病院(中央区白羽町26番地) 1,200人

提案回数 概算事業費 補助上限額 補助希望額

　



事業１ 健康増進・防災事業 事業２ ライトアップ事業

地域交流・健康増進／防災意識向上イベント

【目的】健康増進／防災意識の向上
地域コミュニティの活性

【日時】11月10日(日) 【時間】10時～15時
【場所】浜松南病院

R6年度 新規の内容

・骨密度測定

・手洗いチェッカー体験

・福祉車両・セニアカー展示

・災害図上訓練

・地域の高校等との連携

地域の医療機関として身近な病院へ

健康増進・防災意識向上イベント

・健康増進の講演会を実施

・各種機器での健康指標測定

・栄養相談や医療相談の実施

・防災グッズの展示など

【目的】世界糖尿病デーの啓発

【日時】11月14日(木)～15日（金）夜間
【場所】浜松南病院

ブルーライトアップ

R5年度の様子

・世界糖尿病デー

（11月14日）

糖尿病撲滅・予防啓発



Fre e

C o m m u n i t y  R e v i t a l i z a t i o n  F e s t i v a l

Time  Tab le





 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和 7年度以降の区政運営方針における将来像のたたき台について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景 

区民の皆様とともに地域の課題を解決し、市民サービスの

向上や暮らしやすい地域づくりを進めるために、区長が区政

運営に当たっての基本的な方針、区の取組課題等を区政運営

方針として毎年度公表している。 

対象の区協議会 中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

令和 7 年度以降の区政運営方針における将来像のたたき

台について意見を伺うもの。 

 

令和 7年度以降の区政運営方針は、区再編を契機として次

のとおりの策定方針とすることとなった。 

・「将来像」及び「基本方針」の 2項目で構成する。 

・区単位で作成し、地域（旧区）ごとの主要事業等を 

記載する。 

上記方針を第 1回代表会で協議した結果を受け、各地域分

科会で委員より「将来像」に関する意見を募集、協議を行っ

た。 

 ついては、各地域分科会で挙げられた「中央区全体の特性

や理想像を表すキーワード等」、また代表会及び地域分科会

での協議の結果を踏まえ、区振興課及び行政センターで作成

した「将来像」のたたき台について意見を伺うもの。 

 

（補足） 

「将来像」 ･･･「キャッチフレーズ」及び「10 年後の 

        目指す姿」で構成 

「基本方針」･･･従来の「基本方針」及び「まちづくりの 

柱」を統合 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

〇今後の主な予定 

 令和 6年 9月     区振興課、行政センターで作成した「将来 

           像」のたたき台を分科会で協議 

 令和 6年 10 月   分科会での協議結果を踏まえた「将来像」 

のたたき台を代表会で協議 

 令和 6年 10 月～  区振興課、行政センターで全体の素案を 

 令和 7年 3月    作成、随時代表会及び分科会で協議 

令和 7年 4、5月   「将来像」と併せ令和 7 年度中央区区政運 

営方針を代表会及び分科会で報告 

公表 

担当課 中央区区振興課 

 

資料４ 



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　

説明資料の「10年後の目指す姿」欄の２段落目にある「～場合は融和」という言い回しがわかりに
くい。

一般的ではない外来語より、シンプルで直感的に伝わるわかりやすい言葉にした方がいいと思う。

説明資料の「代表会、地域分科会でのキーワードや意見（抜粋）」欄の（意見）２ポツ目にある
「差別化」という言葉は誤解を招く可能性がある。

「ユーフォリア」という単語は、まだ世間に広く浸透しているとは言えないと思うが、これを広め
ていくという意味もあるのではないか。

「ユーフォリア」のような補足説明が必要な言葉は、広く公表していくキャッチフレーズに向かな
いと思う。

各地域の意見をうまくまとめて「ユーフォリア」という言葉で表現してくれたが、もう少しわかり
やすい言葉の方がいいと思う。

各地域分科会における主な意見

質問・意見

「ユーフォリア」という単語について調べたが、一時的で過度な多幸感という意味もあった。
複数の意味や訳を持つのはわかるが、曲解される可能性がある言葉の使用は避けた方がいいのでは
ないか。

外来語では伝わりづらい世代もいる。できれば馴染みのある日本語で表現してもらいたい。

若者にも関心を持ってもらうために外来語で表現したとの説明だったが、若者＝外来語を好むとは
限らないと思う。



令和 7年度以降の区政運営方針における将来像のたたき台について 

中央区・区振興課    

東行政センター 

西行政センター 

南行政センター 

キャッチフレーズ 中央区 調和と融和で紡ぐ 豊かな暮らしの輪 

10 年後の 

目指す姿 

中央区は、商業施設や官公庁などの都市機能に加え、豊かな自然や景勝

地、観光資源、世界に誇る産業など多彩な魅力を持っています。 

それぞれの地域でこれまで育まれた様々な魅力を引き続き大切にし調和し

ていくことや、さらに、混ざり合うことで区全体としての相乗効果が期待で

きる場合は融和しながら、安全・安心でだれもが輝き豊かで暮らしやすく、

一人ひとりの幸福感が地域にそして区全体に輪として広がるまちを目指しま

す。 

理由 

代表会、地域分科会でのキーワードや意見（抜粋） 

（キーワード） 

・地域の個性が輝く、融和と連携、魅力多彩、個性的、多様な地域性 

・安全・安心、だれもが暮らし（住み）やすい、活気がある、幸福感増大 

・子育てがしやすい、若者が集まる、思いやり、赤ちゃんからお年寄りまで 

（意見） 

・中央区の独自性は、文化・産業・都市・自然等の多様性が調和することで

ある 

・浜名区や天竜区、また市全体とも重ならない中央区の独自性がある将来像

にしてほしい 

意見を受けての検討 

・「調和」は『尊重し合い共存すること』を意味し、「融和」は『混ざって融

けて調和し共有すること』を意味する。中央区における各地域の多彩な特

長や魅力を引き続き大切にし「調和」していくことや、さらに、混ざり合

うことで区全体としての相乗効果が期待できる場合は「融和」を意識し、

区全体も地域も輝くまちを目指す。 

・浜松市総合計画の次期基本計画は、ウェルビーイング（身体的、精神的、

社会的に良好な状態）の視点を取り入れており、一人ひとりが幸福を実感

できることを目指している。「暮らし（住み）やすい」、「安心できる」、

「活気がある」等の意見は、幸福感との相互の因果関係にある。 

・多彩な特長や魅力が「調和」・「融和」（英訳：harmony）することで、一人

ひとりの暮らしが充実し幸福感に満たされることを豊かな暮らしと表現

し、それが区再編を受けての中央区として目指す将来像であると考える。 

・上記抜粋以外にも、区政において重要なキーワードや意見を多くいただい

たため、それを踏まえ基本方針を検討していく。 

（新）



令和 7年度以降の区政運営方針における将来像のたたき台について 

中央区・区振興課    

東行政センター 

西行政センター 

南行政センター 

キャッチフレーズ 中央区 調和と融和で紡ぐ ユーフォリアの輪 

10 年後の 

目指す姿 

中央区は、商業施設や官公庁などの都市機能に加え、豊かな自然や景勝

地、観光資源、世界に誇る産業など多彩な魅力を持っています。 

それぞれの地域でこれまで育まれた様々な魅力を引き続き大切にし調和し

ていくことや、さらに、混ざり合うことで区全体としての相乗効果が期待で

きる場合は融和しながら、安全・安心でだれもが輝き暮らしやすく、一人ひ

とりの幸福感が地域にそして区全体に輪として広がるまちを目指します。 

理由 

代表会、地域分科会でのキーワードや意見（抜粋） 

（キーワード） 

・地域の個性が輝く、融和と連携、魅力多彩、個性的、多様な地域性 

・安全・安心、だれもが暮らし（住み）やすい、活気がある、幸福感増大 

・子育てがしやすい、若者が集まる、思いやり、赤ちゃんからお年寄りまで 

（意見） 

・中央区の独自性は、文化・産業・都市・自然等の多様性が調和することで

ある 

・浜名区や天竜区、また市全体とも差別化された中央区の独自性がある将来

像にしてほしい 

意見を受けての検討 

・「調和」は『尊重し合い共存すること』を意味し、「融和」は『混ざって融

けて調和し共有すること』を意味する。中央区における各地域の多彩な特

長や魅力を引き続き大切にし「調和」していくことや、さらに、混ざり合

うことで区全体としての相乗効果が期待できる場合は「融和」を意識し、

区全体も地域も輝くまちを目指す。 

・浜松市総合計画の次期基本計画は、ウェルビーイング（身体的、精神的、

社会的に良好な状態）の視点を取り入れており、一人ひとりが幸福を実感

できることを目指している。「暮らし（住み）やすい」、「安心できる」、

「活気がある」等の意見は、幸福感との相互の因果関係にある。 

・多彩な特長や魅力が「調和」・「融和」（英訳：harmony）することで、ユー

フォリア（多幸感、幸福感≒ウェルビーイング）を充実させることが、区

再編を受けての中央区として目指す将来像であると考える。 

・上記抜粋以外にも、区政において重要なキーワードや意見を多くいただい

たため、それを踏まえ基本方針を検討していく。 

（旧）



第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱いについて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・令和 6年度当初に予定されていたパブコメ案件（14 件）については、

７月の中央区代表会にて対応（パブコメ実施担当課による説明又は

資料配付）が決定している。 

・新たに、河川課の「第２次浜松市川づくり計画」について、案件が

追加されたため、区協議会での取扱いについて協議するもの。 

対象の区協議会 中央区協議会（南地域分科会） 

内  容 

１ パブコメ（追加分）の概要 

実施担当課：河川課 

計画名：浜松市川づくり計画 

詳細は、別紙１パブコメ一覧表のとおり 

 

２ 協議事項 

  上記パブコメ案件について、河川課からの説明を求めることにつ

いて協議するもの。（パブコメ運用区分③） 

    なお、同一区内の地域分科会で取扱いが一致しない場合は、 

別紙２の運用ルールに基づき取扱いを決定します。（運用ルールは

代表会にて決定済） 

 

３ 今後スケジュール 

９月(今回)：追加分のパブコメの取扱い（パブコメ実施担当課に

よる説明又は資料配付）を決定 

10 月以降  : 河川課は上記決定にもとづき、区協議会での説明又 

は資料配付 

 

  

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

  

担当課 南行政センター 担当者 佐藤 一郎 電話 425-1120 

 
 
 
 

パブコメの運用区分 

①原則として、情報提供までとし、概要版の配付にとどめる。 
 ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 
②パブコメ実施担当課の判断によって意見を聴取する必要がある場合 
③区協議会から求められた場合 

資料５ 



令和６年度パブリック・コメント一覧表

中 東 西 南 北 浜北

⑦概要

浜松市川づくり計画は、浜松市が目指すべき河川整備の方向性を示す計画です。平成25年の策定から10年

以上が経過し、気候変動による降雨量の増加や土地利用の変化等が生じているため、現在の社会情勢を踏

まえて計画を更新します。

資料配布

令和7年4月 全市域 無

1

浜松市川づくり計画（案） 河川課 11月 令和7年2月

別紙1

No. ①件名 ②担当課
③意見募集

期間

④結果等

公表

⑤実施

(施行)
⑥対象地域

⑧担当課による説明
説明の有

無
中央 浜名 天竜



フローチャート
※資料配付の考え方

・地域分科会へ説明又は資料配付する場合、代表会には

 資料配付しない。（委員重複のため）

・代表会へ説明する場合は、地域分科会へ資料配付する。

代表会：資料配付なし

地域分科会：パブコメ担当課による説明

代表会：資料配付なし

地域分科会：パブコメ担当課による説明

代表会：パブコメ担当課による説明

地域分科会：資料配付のみ

同一区内の全地域分科会の取扱（意見）

一致している

「代表会」で一致

「地域分科会」で一

致

一致していない

「資料配付」で一致

代表会：パブコメ担当課による説明

地域分科会：資料配付のみ

代表会：資料配付なし

地域分科会：パブコメ担当課による説明

代表会：資料配付なし

地域分科会：資料配付のみ

代表会：資料配付なし

地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ

担当課による説明。その他地域は資料配付。

「代表会」が多い

「代表会」と「地域

分科会」が混在

「代表会」と

「資料配付」が混在

「地域分科会」と

「資料配付」が混在

「地域分科会」が多

い

「代表会」と「地域

分科会」が同数

代表会：資料配付なし

地域分科会：資料配付のみ

「代表会」「資料配

付」が同数

代表会：パブコメ担当課による説明

地域分科会：資料配付のみ

代表会：パブコメ担当課による説明

地域分科会：資料配付のみ
「代表会」が多い

「資料配付」が多い

B

B

A

C

A

代表会：資料配付なし

地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ

担当課による説明。その他地域は資料配付。

D

「代表会」が多い

「地域分科会」が多

い

「資料配付」が多い

A

B

C

D

A

「代表会」「地域分

科会」「資料配付」

が混在

A
代表会：パブコメ担当課による説明

地域分科会：資料配付のみ

D
代表会：資料配付なし

地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ

担当課による説明。その他地域は資料配付。

地域の

意向どおり

地域優先

代表会優先

別紙２

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

これより下は、中央区のみ



近年の浸水被害 

●激甚化・頻発化する水災害 
浜松市では、「令和4年９月２日」に時間雨量118.0mmの集中豪雨、「令和4年9月23日

台風第15号」では総雨量280.5mm、時間雨量50.5mmの広域的な豪雨が発生し、甚大な
被害が発生しました。 

また、昭和51年から令和5年における時間雨量50mm以上の発生回数が、約40年前に比べ
て「約2.5倍」と増加傾向にあり、浸水被害の激甚化・頻発化が懸念されています。 

 
 

浜松市川づくり計画（案）（概要版） 
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浜松市 

排水施設状況 

●自然豊かな浜松市 
浜松市は、北は赤石山脈、東は天竜川、南は遠州灘、西は浜名湖があり、豊かな自然環境に

恵まれていることから、天竜奥三河国定公園、浜名湖県立自然公園、奥大井県立自然公園が
指定されています。 

動植物においては、静岡県のレッドデータブック等に記載されている「貴重種」植物384種、動物
403種が存在しています。 

 
 

自然環境 

川づくり計画とは 

コアジサシ 

ヤリタナゴ 

●浜松市内の河川や排水施設 
浜松市が管理する河川は、二級河川が5河

川（延⾧約17km）、準用河川が66河川
（延⾧約175km）、その他に普通河川があり
ます。 

河川以外の排水施設としては、都市下水路
や農業用排水路に加えて、土木部、上下水道
部、産業部が管理するポンプ場や、雨水貯留施
設があります。 

 
 

●川づくり計画とは 
「川づくり計画」は、治水や河川利用、自然環境に関する様々な課題

に対し、市が比較的大きな一級、二級河川を管理する国や静岡県と連
携した整備を行うための計画です。川づくり計画では、河川の将来あるべ
き姿となる『川づくりの方針』を定めるとともに、当面の河川整備の方向性を
示す『川づくりの基本計画』 を定めています。  

●計画更新の経緯 
平成25年7月の計画策定から概ね10年が経過したため、近年

の気候変動の影響により激甚化、頻発化する水災害を踏まえ、
安全で安心して暮らせる川づくりの実現を目指し、計画を更新しま
した。 

中央区  268.42km2 

浜名区  345.85km2 

天竜区  943.85km2   

 計  1558.11km2 

市　境

一、二級河川（国、県）

二級河川（市）

準用河川（市）

普通河川

幹線排水路

都市下水路

浸水把握エリア
H4～R5年

凡　　例

中央区笠井新田町 



浜松市川づくり計画（案）（概要版） 

川づくりの方針と基本計画 

●川づくりの方針 
（治水） 

将来的な整備の基本となる計画規模を以下のとおりとします。計画目標としては、これらの計画
規模に対する雨を安全に流下することができる整備を行うこととします。 

 

 
 

  ※計画規模の設定には合流先河川の整備方針と整合させることができる。 
（河川利用） 

  河川空間とまち空間が融合した良好な水辺空間を創出します。 
（自然環境） 
  良好な生物の生息、生育、繁殖環境を保全します。 

●川づくりの基本計画 
（治水） 

当面の河川整備の計画規模を以下のとおりとします。これらの計画規模に対する雨を安全に流
下できる整備を進めます。 

 
 
 
 

  ※計画規模の設定には合流先河川の整備計画と整合させることができる。 
また、川づくりの基本計画を検討するにあたり、計画区域となる市内全域を流域界や地域特性に

基づき14ブロックに分割した上で、ブロックごとに概要、課題などをまとめました。 
（河川利用） 

  河川管理者許可の元、民間事業者及び地元住民と連携し、河川空間とまち空間が融合した  
 良好な水辺空間の創出に努めます。 

（自然環境） 
  関係機関と連携し、良好な生物の生息、生育、繁殖環境の保全に努めます。 

●川づくり計画の対象期間 
  新たな浸水被害の発生や社会情勢の変化を反映するため、川づくり計画の計画対象期間は 
 『10年間』とし、計画対象期間に整備に着手する河川は、川づくりの方針および基本計画に 
 基づいて取り組んでいきます。 

二級河川の計画規模：５０年確率規模 

準用河川の計画規模：３０年確率規模 

二級河川の計画規模 ：１０年から３０年確率規模 

準用河川の計画規模 ：１０年確率規模 

気候変動と流域治水 

●気候変動による影響 
パリ協定の目標に基づいた分析では、将来降雨量は1.1倍、平均海面水位は0.29～0.59m

上昇すると予測されています。そのため、気候変動による影響や社会の変化などを踏まえ、流域の
関係者全員が協働して流域全体で行う持続可能な「流域治水」へ転換することが求められていま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●流域治水の推進 
浜松市では、川づくり計画に基

づき治水対策を進めていくとともに
都市計画と連携して事前防災対
策を推進するなど関連部局と協
働して「流域治水」の実現を目指
します。 



 

 

 

 

 

 

 

令和 6年度 区協議会委員研修について 

浜松市市民協働・地域政策課 

 

 

会議のファシリテーションや発言のコツ、活発な議論を行う手法を学び、区協議会の 

円滑な進行と活発かつ建設的な議論の一層の充実を図るため、研修会を実施する。 

 

対  象：区協議会委員  

 

開催方法：会議毎の分散方式（地域分科会×6回、天竜区協議会×1回） 

 

内  容：ファシリテーションの講師が各地域分科会及び天竜区協議会の実際の会議 

を傍聴し、会議終了後に講師から会議運営のポイントを助言いただく。 

 

講  師：鈴木まり子氏（日本ファシリテーション協会フェロー） 

※令和 5年度区協議会委員研修講師 

  

開催日程：10 月 9 日（水）第 7回南地域分科会終了後 

 

研修時間：会議終了後、30 分～1時間程度 

 

 

令和 6年 7月 17 日 

区協議会会長会議資料 

（一部改） 

資料６ 



2024
【提案受付状況に応じて、区内で予算額を調整させていただく場合がございます。】

　資料７　
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